
1/1 

○愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 

令和３年３月26日規則第19号 

愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則を次のよ

うに定める。 

愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 

愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成25

年愛媛県規則第３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（令和３年愛媛県条例第17号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（技術的読替え） 

第２条 条例第４条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第172

号）に定める基準を同条の基準とする場合においては、同省令第40条第３項中「この章」とある

のは、「この章（第44条を除く。）の規定及び愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第17号）第５条」と読み替えるものとする。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


